
ゴルフ場利用税の軽減税率及び非課税の適用を 
受けようとする利用者の皆様へ（ お 知 ら せ ） 

                                  

                        愛  知  県 
 
６５歳以上７０歳未満の人がゴルフ場利用税の軽減税率の適用を受けるため、

また１８歳未満の人及び７０歳以上の人がゴルフ場利用税の非課税の適用を受

けるための手続きにおいて、ゴルフ場の利用者は、ゴルフ場利用税特別徴収義

務者に対し身分証明書（原本）の提示を行うこととされておりますが、この身

分証明書とは、具体的には次のとおりです。 

 

１ 官公庁が発行した免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書 

氏名、生年月日が記載され、かつ、写真がはり付けてあるもの又は住所が

記載されているものに限ります。 

例としては、別表に掲げるものがあります。 

なお、住民票、戸籍謄（抄）本は該当しません。 

２ 健康保険証等 

健康保険、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の

被保険者証、医療受給者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共

済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度

の加入者証 

３ 年金証書等 

国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若し

くは恩給等の証書 

４ 学生証又は生徒手帳 

氏名、生年月日の記載があり、かつ、写真がはり付けてあるものに限りま

す。 

５ 学校長が発行した在学証明書（１８歳未満の人に限る。） 

  在学している小学校、中学校又は高等学校の学校長が発行した、氏名、生

年月日が記載されている在学証明書 

６ 市町村長が発行した敬老手帳 

氏名、生年月日を市町村長が印刷し、かつ、住所が記載されているものに

限ります。 



別  表
官公庁が発行した免許証、許可証又は資格証明書の例（あいうえお順）

免 許 証 等 発 行 機 関
免許証等に記載されている事項

氏　名 生年月日 住　所 写　真

1 運航管理者技能検定合格証明書 国土交通大臣 ○ ○ ○

2 運転経歴証明書 都道府県公安委員会 ○ ○ ○ ○

3 運転免許証 都道府県公安委員会 ○ ○ ○ ○

4 外国人登録証明書 市町村の長 ○ ○ ○ ○

5 教習資格認定証 都道府県公安委員会 ○ ○ ○ ○

6 航空従業者技能証明書 国土交通大臣 ○ ○ ○

7 小型船舶操縦免許証 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

8
住民基本台帳カード（顔写真付きのも
のに限る）

市町村 ○ ○ ○ ○

9 船員手帳 地方運輸局長 ○ ○ ○

10 耐空検査員の証 国土交通大臣 ○ ○ ○ ○

11 宅地建物取引主任者証 都道府県知事 ○ ○ ○ ○

12 電気工事士免状 都道府県知事 ○ ○ ○ ○

13 動力車操縦者運転免許証 地方運輸局長 ○ ○ ○

14 特種電気工事資格者認定証
産業保安監督部長
（経済産業省） ○ ○ ○ ○

15 認定電気工事従業者認定証
産業保安監督部長
（経済産業省） ○ ○ ○ ○

16 無線従業者免許証 総務大臣 ○ ○ ○

17 猟銃・空気銃所持許可証 都道府県公安委員会 ○ ○ ○ ○

18 旅券（パスポート） 外務大臣 ○ ○ ○

◎　提示をする際の身分証明書が、公的な身分証明書に該当するか
　疑問な場合は、事前に次の県税事務所等にお問い合わせください。

総務部税務課
　間税調査グループ

（℡052-954-6076）

名古屋南部県税事務所
 (高辻間税課） （℡052-881-6141）

西三河県税事務所
（安城間税課） （℡0566-76-2102）



 

 

 

 番号  

ゴルフ場利用税非課税利用証明書（授業・課外活動） 

１ 教育課程に基づく授業（保健体育科目） 
利用の目的 

（該当する番号に○印を

つけること） 

２ 公認の課外活動 

 クラブ名        顧問（教員）氏名 

利用する年月日     年  月  日（から  月  日まで） 

名称  利 用 す る

ゴ ル フ 場 所在地  

利用する者 別添利用者名簿記載のとおり 

 

 上記のとおり証明します。 

 

      年  月  日 

 

所在地                

学校名                

利用年月日 利用者数 

年 月 日 人  
特別徴収義 

務者記入欄 

延べ利用者数 人  

 （注）１ この証明書の写しを発行者において７年間保存してください。 

    ２ この証明書は、利用の日までにゴルフ場に提出してください。 

    ３ この証明書は、利用の日ごと（同一の学生、生徒若しくは児童又は引率教員

が２日以上の期間連続して利用する場合には、当該利用期間ごと）に提出して

ください。 

    ４ 「番号」欄には、年度ごとの通番を記載してください。 

    ５ この証明書には、ゴルフ場を利用する学生、生徒又は児童の学部、学年及び

氏名並びに引率教員の氏名及び住所を記載した利用者名簿を添付してください。 

    ６ 非課税利用者は、利用の日ごとにゴルフ場に備えられたゴルフ場利用税非課

税利用申出書に必要事項を記載してください。 
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